
痣隆慾蝙鰺趙嬢鱚鰤
政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や理由がどのようなもの

であつても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、政党その他の政治団体や親族

に対して行う寄附及び自らが行う政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれて

います (飲食に関するものは禁止)。 政治家が親族や秘書などの名義を使つて寄附をしたり、

政治家以外の人が政治家名義で寄附をすることも禁止され、罰則の対象となります。

躾燎嶼釉雉ツ簑辮勒瘍躙饉瘍蝋豊
政治家に対し寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、

あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象とな

ります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象と

なります。

※「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいいます。

政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である団体 0会社が、選挙区内の人や団体に対して、政治家の氏名

を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されております。

後援団体の寄附の禁止
後援団体 (いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀そ

の他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄

附以外の寄附をすることは、その時期や理由がどのようなものであつても禁止されており、

罰則の対象となります。

会社・ 団体がする寄附
会社、労働組合その他の各種の団体 (政党・政治団体を除く)は、政党 。政治資金団体以外

の者に対する「政治活動 (選挙運動を含む。)に関する寄附」Iよ禁止されています。また、誰

であっても「政治活動に関する寄附」をするよう会社、労働組合その他の各種団体 (政治団

体を除く)に対して寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。これらに違反して寄

附をすると罰則の対象となります。
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